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各
種
手
当
制
度
ご
存
知
で
す
か

児
童
扶
養
手
当
・
特
別
児
童
扶
養
手
当

保
健
福
祉
課
（
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー�

内
）
　
　
　
　
　
　
�
（84）
４
９
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明
和
町
労
使
教
育
委
員
会
で
は
、
労
働

者
と
使
用
者
お
よ
び
そ
の
家
族
の
交
流
を

図
る
た
め
、
次
の
と
お
り
ツ
ア
ー
参
加
者

を
募
集
し
ま
す
。

◇
日
時

９
月
７
日
�

◇
場
所

東
京
デ
ィ
ズ
ニ
ー
シ
ー

◇
対
象
者

町
内
在
住
ま
た
は
在
勤
の
労

働
者
・
使
用
者
と
そ
の
家
族

◇
募
集
人
員

40
人
（
先
着
順
）

労
使
教
育
委
員
会
事
務
局�

（
経
済
課
内
）
　
　
　
内
線
３
５
３�

児
童
扶
養
手
当
（
母
子
家
庭
等
）

18
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
３
月

31
日
ま
で
の
間
に
あ
る
児
童
（
障
害
の
あ

る
場
合
は
20
歳
未
満
の
児
童
）
で
、
次
の

い
ず
れ
か
の
条
件
に
あ
て
は
ま
る
者
を
監

護
し
て
い
る
母
子
家
庭
な
ど
の
母
親
ま
た

は
母
親
に
代
わ
っ
て
そ
の
児
童
を
養
育
し

て
い
る
か
た

①
父
母
が
離
婚
　
②
父
が
死
亡
　
③
父
が

重
度
の
障
害
者
（
国
民
年
金
１
級
程
度
）

④
父
の
生
死
が
不
明
　
⑤
父
か
ら
１
年
以

上
遺
棄
　
⑥
未
婚
の
子
　
⑦
父
が
１
年
以

上
拘
禁

特
別
児
童
扶
養
手
当
（
障
害
の
あ
る
児
童
）

精
神
ま
た
は
身
体
に
障
害
の
あ
る
20
歳

未
満
の
児
童
を
監
護
す
る
父
母
ま
た
は
父

母
に
代
わ
っ
て
養
育
し
て
い
る
か
た

◇
支
給
さ
れ
な
い
こ
と
が
あ
る
場
合

▼
児
童
福
祉
施
設
等
に
入
所
し
て
い
る
と

き
　
▼
児
童
（
児
童
扶
養
手
当
は
母
、
養

育
者
を
含
む
）
が
公
的
年
金
を
受
け
て
い

る
と
き

児
童
扶
養
手
当
の
所
得
制
限
等
が
改
正
さ

れ
ま
す

母
子
家
庭
に
対
し
て
支
給
さ
れ
て
い
る

児
童
扶
養
手
当
制
度
が
本
年
８
月
か
ら
改

正
に
な
り
ま
す
。
現
在
、
受
給
者
の
収
入

に
応
じ
て
、
手
当
額
が
２
段
階
（
全
部
支

給
が
月
額
４
２
、
３
７
０
円
、
一
部
支
給

が
月
額
２
８
、
３
５
０
円
）
に
な
っ
て
い

ま
す
が
、
今
後
は
、
全
部
支
給
お
よ
び
一

部
支
給
の
所
得
の
範
囲
が
変
わ
り
、
一
部

支
給
の
手
当
額
に
つ
い
て
は
、
所
得
額
に

応
じ
て
き
め
細
か
く
定
め
ら
れ
る
こ
と
と

な
り
ま
す
。

◇
参
加
費

▼
４
歳
以
上
小
学
生
以
下

一
人

３
、
０
０
０
円
　
▼
中
学
生
以
上

一
人
　
５
、
０
０
０
円
（
１
日
間
フ
リ
ー

パ
ス
券
含
む
）

◇
申
し
込
み

７
月
15
日
�
か
ら
明
和
町

労
使
教
育
委
員
会
事
務
局
（
経
済
課
内
）

で
受
け
付
け
し
ま
す
。

東
京
デ
ィ
ズ
ニ
ー
シ
ー
・
ツ
ア
ー
参
加
者
募
集

明
和
町
労
使
教
育
委
員
会
主
催

医

療

費

を

お

知

ら

せ

し

ま

す

国
保
加
入
者
と
老
人
医
療
受
給
者

老
人
医
療
受
給
者
へ
の
通
知
は
１
回
目

を
６
月
下
旬
、
以
後
３
か
月
ご
と
に
年

４
回
行
い
ま
す
。

◇
通
知
内
容

国
保
加
入
者
は
受
診
者
の

世
帯
ご
と
に
世
帯
主
あ
て
に
、
老
人
医

療
受
給
者
に
は
受
給
者
一
人
ひ
と
り

に
、
医
療
機
関
名
、
受
診
者
名
、
診
療

年
月
、
診
療
区
分
（
入
院
、
外
来
、
歯

科
、
調
剤
、
柔
整
、
食
事
）、
日
数
、

総
医
療
費
を
通
知
し
ま
す
。

教
育
委
員
会
学
校
教
育
課�

（
中
央
公
民
館
内
）
�
（84）
４
４
９
１�

国
民
健
康
保
険
加
入
者
と
老
人
医
療
受

給
者
に
、
医
療
費
を
通
知
し
ま
す
。
こ
れ

は
、
貴
重
な
医
療
費
を
有
効
に
使
う
た
め

に
も
、
健
康
の
大
切
さ
を
認
識
し
、
健
康

づ
く
り
に
取
り
組
ん
で
も
ら
う
た
め
の
も

の
で
す
。
な
お
、
国
民
健
康
保
険
に
加
入

し
て
い
て
老
人
医
療
費
を
受
給
し
て
い
る

人
に
は
、
老
人
医
療
費
通
知
で
お
知
ら
せ

し
ま
す
。

◇
通
知
時
期

国
保
加
入
者
へ
の
通
知
は

１
回
目
を
４
月
下
旬
、
以
後
２
か
月
ご

と
に
年
６
回
行
い
ま
す
。

住
民
課
　
　
　
　
　
　
内
線
３
３
８�

親
と
子
の
教
育
相
談
を
行
っ
て
い
ま
す

ひ
と
り
で
悩
ま
ず
早
め
に
相
談
を

後
１
時
〜
３
時

・
場
所

中
央
公
民
館

・
相
談
員

関
根
嘉
子
相
談
員

・
申
し
込
み

事
前
に
専
用
電
話
（
フ
リ

ー
ダ
イ
ヤ
ル
）
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ

い
。

◇
費
用

い
ず
れ
の
相
談
も
無
料

※
相
談
は
、
学
校
と
連
携
を
と
り
な
が
ら

実
施
し
、
家
庭
訪
問
相
談
も
随
時
行
っ
て

い
き
ま
す
。
秘
密
は
固
く
守
り
ま
す
の
で
、

お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

小
学
生
、
中
学
生
の
皆
さ
ん
や
お
父
さ

ん
、
お
母
さ
ん
等
を
対
象
に
教
育
相
談
事

業
を
開
設
し
て
い
ま
す
の
で
ご
利
用
く
だ

さ
い
。

◇
相
談
内
容

い
じ
め
、
登
校
拒
否
等
に

か
か
わ
る
悩
み

◇
相
談
方
法

電
話
相
談

�
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル

０
１
２
０
―
８
４
５
６
６
５

・
日
時

月
〜
金
曜
日
、
午
前
８
時
30
分

〜
午
後
５
時
（
時
間
外
は
留
守
番
電
話

が
受
け
付
け
）

・
相
談
員

町
教
育
委
員
会
　
野
村
正
人

指
導
主
事

来
所
（
面
接
）
相
談

・
日
時

毎
月
第
２
・
第
４
水
曜
日
、
午


